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1.建設業法に基づく適正な施工体制等について

2.和歌山県の取組みについて
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建設業法に基づく適正な施工体制について

この法律は、
①建設業を営む者の資質の向上、
②建設工事の請負契約の適正化

等を図ることによって、
①建設工事の適正な施工を確保し、
②発注者を保護するとともに、
③建設業の健全な発達を促進し、
④公共の福祉の増進に寄与する

ことを目的とする。

建設業法の目的

手段

目的
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建設業法に基づく適正な施工体制等について

建設業の許可

一般建設業許可
特定建設業以外

特定建設業許可
元請として4,000万円以上の
下請契約を締結する工事

国土交通
大臣許可

2つ以上の
都道府県に

営業所を設置

都道府県
知事許可

1つの都道府
県のみに

営業所を設置

29業種（土木工事業・建築工事業等）

建設業の許可を要するもの

500万円未満の建設工事
建築一式工事の場合

1件の請負額が1,500万円未満の工事 または
延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

建設業の許可を要しないもの
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建設業法に基づく適正な施工体制等について
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建設工事の適正な施工を確保するためには、実際に施工を行っている工事現場に、一定の

資格・経験を有する技術者を配置し、施工状況の管理・監督をすることが必要です。

技術者制度

建設業者は、請け負った建設工事を施工する場合には、請負代金
の額の大小、元請・下請にかかわらず、必ず工事現場に施工上の
管理をつかさどる主任技術者を置かなければなりません。

主任技術者

発注者から直接工事を請け負い、かつ、下請契約（請負代金）の総
額が４,０００万円（建築一式工事は６,０００万円）以上となる場合は、
特定建設業の許可が必要となるとともに、主任技術者に代えて、監
理技術者を置かなければなりません。
（備考）本県においては、予定価格（税抜）6000万円以上の土木一式、建築一式、管、電気

工事では、入札公告により、監理技術者の配置を求めている。

監理技術者
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建設業法に基づく適正な施工体制等について
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技術者制度

主任技術者又は監理技術者については、工事を請け負った企業と
直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要とされています。

雇用関係

・派遣社員などは、直接的な雇用関係ではありません。
・専任を要する主任技術者又は監理技術者については、入札の
応札日以前に継続して３ヶ月以上の雇用関係が求められます。

（備考）
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建設業法に基づく適正な施工体制等について
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技術者制度

工事1件の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円
）以上の公共性ある重要な工事(戸建て住宅を除くほとんどの工事が
該当）においては、工事現場毎に専任が必要となります。

主任技術者・監理技術者が工事現場に専任すべき工事

「一体性若しくは連続性が認められる工事」又は「施工にあたり相互
に調整を要する工事」で、かつ、「工事現場間の移動距離が１０ｋｍ
程度以内」の場合は２件管理することができます。ただし、発注者が
認める場合に限る。

※監理技術者については、次頁参照。

専任を要する主任技術者の兼務について
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建設業法に基づく適正な施工体制等について

9

技術者制度

（建設業法改正）

監理技術者補佐を専任で置い
た場合は、監理技術者の複数現
場の兼任を可能とする。

※詳細については監理技術者制
度運用マニュアルに規定される
予定

監理技術者の専任義務の緩和について（令和２年１０月１日施行）

→監理技術者を補佐する者の要件は、主任技術者要件を満たす者のうち、監理技
術者の職務に係る基礎的な知識及び能力を有する者であること等（建設業法の一
部改正に伴う技術検定制度の改定により創出される「技士補制度」が該当）

現場A 現場B

監理技術者（技士）

技士補X 技士補Y
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建設業法に基づく適正な施工体制等について
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請負契約の適正な履行を確保するため、工事現場に常駐し、その
運営及び取締りを行います。
常駐とは、当該工事のみを担当し、かつ、作業期間中は常に工事
現場に滞在していることを言います。

現場代理人について※

※現場代理人については、建設工事請負契約書に定められています。



和歌山県 県土整備部

建設業法に基づく適正な施工体制等について
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①工事の規模・内容について、安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り
等が困難なものでないこと（請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は
7,000万円）未満の工事であること、ただし、密接な関係のある工事については
、請負金額の制限は設けない。）

②発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること
③兼任する工事の件数が３件以内であること
④兼任する工事の現場が同一市町村内もしくは移動距離が１０ｋｍ程度以内で
あること
⑤兼任する工事が全て県発注工事であること
⑥発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を
行うこと

⑦工事打合簿等により監督員の承諾を得ること

現場代理人の常駐義務緩和について(和歌山県)
以下の条件（①～⑦）を全て満たす場合においては、他の工事現場の現場代

理人又は技術者等との兼任が認められます。ただし、専任が求められる主任技術
者又は監理技術者との兼任は認められません。
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建設業法に基づく適正な施工体制等について
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施工体制台帳

施工体制台帳等※を作成しなければならない工事

①発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が当該工事に関して締結した
下請け金額の総額が４，０００万円以上（建築一式工事：６,０００万円以上)となる場合

②公共工事において下請契約を締結する場合、金額にかかわらず、全て作成が必要
（平成２７年４月１日以降に公共工事を受注した工事）

施工体制台帳を作成する目的

①品質・工程・安全などの施工上のトラブルの発生

②不良・不適格業者の参入、建設業法違反（一括下請負等）

③安易な重層下請 → 生産効率低下

施工体制台帳の作成を通じて元請業者に現場の施工体制を把握させることで、

を防止することを目的としています。

※施工体制台帳等は、施工体制台帳と施工体系図のことを言います。
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建設業法に基づく適正な施工体制等について
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施工体制台帳等の作成範囲

発注者

元請業者

一次下請業者A
(許可あり)
主任技術者

測量業者 資材業者 警備業者一次下請業者B
(許可あり)
主任技術者

一次下請業者C
(許可あり)
主任技術者

二次下請業者D
(許可あり)
主任技術者

二次下請業者E
(許可なし)※
技術者必要なし

建設工事の請負契約に該当しないため、建設
業法上の記載の必要はありません。
（仕様書等により発注者が記載を求めている
など、記載が必要となる場合があります。）

施工体制台帳等の作成範囲
※請負額が500万円未満の場合
（建築一式工事の場合は1500万円未満 又は 延べ面積
150ｍ2未満の木造住宅工事）
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建設業法に基づく適正な施工体制等について
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施工体系図

施工体系図の掲示

公共工事

民間工事

施工体系図を作成する目的

①工事に携わる関係者全員が建設工事の施工体制を把握するため

②建設工事の施工に対する責任と工事現場における役割分担を明確にするため

③技術者の適正な配置の確認のため

現場内の工事関係者が
見やすい場所

公衆の見やすい場所＋

現場内の工事関係者が
見やすい場所
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建設業法に基づく適正な施工体制等について
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建設業法では、一括下請負を禁止しています。
公共工事は全面禁止 民間工事も原則禁止

一括下請負（丸投げ）の禁止

の場合であって、元請負人がその下請工事の施工に
実質的に関与していると認められない場合が該当

●請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を
一括して他の業者に請け負わせる場合

●請け負った建設工事の一部であって、他の部分から独立してその機能を
発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合

一括下請負（丸投げ）とは
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実質的に関与とは、元請・下請それぞれの具体的な役割は以下のとおり

施工
計画の
作成

○請け負った建設工事全体の施工計画書等
の作成
○下請負人の作成した施工要領書等の確認
○設計変更等に応じた施工計画書等の修正

工程管
理

○請け負った建設工事全体の進捗確認
○下請負人間の工程調整

品質
管理

○請け負った建設工事全体に関する下請負
人からの施工報告の確認、必要に応じた立
会確認

安全管
理

○安全確保のための協議組織の設置及び運
営、作業場所の巡視等請け負った建設工事
全体の労働安全衛生法に基づく措置

技術的
指導

○請け負った建設工事全体における主任技
術者の配置等法令遵守や職務遂行の確認
○現場作業に係る実地の総括的技術指導

その他

○発注者等との協議・調整
○下請負人からの協議事項への判断・対応
○請け負った建設工事全体のコスト管理
○近隣住民への説明

① 元請が果たすべき役割
（元請は、以下を全て行うことが必要）

② 下請が果たすべき役割
（下請は、以下の事項を主として行うことが必要）

施工
計画
の
作成

○請け負った範囲の建設工事に関する施工要領書
等の作成
○下請負人が作成した施工要領書等の確認
○元請負人等からの指示に応じた施工要領書等の
修正

工程
管理

○請け負った範囲の建設工事に関する進捗確認

品質
管理

○請け負った範囲の建設工事に関する立会確認
○元請負人への施工報告

安全
管理

○協議組織への参加、現場巡回への協力等請け
負った範囲の建設工事に関する労働安全衛生法に
基づく措置

技術
的指
導

○請け負った範囲の建設工事に関する作業員の配
置等法令遵守
○現場作業に係る実地の技術指導※ 

その
他

○元請負人との協議※ 
○下請負人からの協議事項への判断・対応※ 
○元請負人等の判断を踏まえた現場調整
○請け負った範囲の建設工事に関するコスト管理
○施工確保のための下請負人調整

※は、下請が、自ら請けた工事と同一の種類の工事について、単一の建設企業と
更に下請契約を締結する場合に必須とする事項

建設業法に基づく適正な施工体制等について

16
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建設業法に基づく適正な施工体制等について
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取引の適正化（見積依頼）

○工事見積条件の提示

下請け工事の予定価格 見積期間

➊ 500万円未満 中 1日以上

❷ 500万円以上5,000万円未満 中 10日以上

❸ 5,000万円以上 中 15日以上

○見積を依頼するのに必要な期間

下請負人が工事を適正に見積るため、元請負人が契約書に
記載しなければならない重要事項14項目のうち、請負代金の額
を除いた13項目(工事内容・工事時期等）が提示対象
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建設業法に基づく適正な施工体制等について
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取引の適正化（見積依頼）

○法定福利費の明示

・請負契約の締結に際して行う見積りについて、
法第20条では、「経費の内訳を明らかにして」
行うよう努めることを規定

・経費の内訳には、社会保険料に当たる「法定福利費」
も含まれている。

○法定福利費とは
・内訳を明示する法定福利費の範囲は現場作業員に係る

①雇用保険料②健康保険料③厚生年金保険料
の各保険料の事業主負担分です。
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基本契約
約款

請負契約書

建設業法に基づく適正な施工体制等について
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取引の適正化（請負契約）

○契約締結に際しては、書面交付を

・下請契約では、下請工事の着工前までに、
所定の事項を記載した書面を作成し、
署名又は記名押印のうえ相互に交付。

請負契約書

注文書
・請書

OR OR

注文書
・請書
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建設業法に基づく適正な施工体制等について
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契約書に記載しなければならない重要事項14項目

❶ 工事内容

❷ 請負代金の額

❸ 着手及び完工の時期

❹ 請負代金支払の時期及び方法

❺ 当事者の申し出があった場合における
工期の変更又は損害の負担及びそれら
の算定方法

❻ 天災等不可抗力による工期の変更又は
損害の負担及びその額の算定方法

❼ 価格等の変動等に基づく請負代金の額
又は工事内容の変更

❽ 第三者損害の賠償金の負担

❾ 貸与資材等の内容及び方法

❿ 工事完成検査の時期及び方法並びに引渡し
の時期

⓫ 工事完成後における請負代金の支払の時期
及び方法

⓬ 工事目的物の瑕疵担保責任又は瑕疵担保責任
に関する保証等の措置に関する内容

⓭ 履行遅滞、債務不履行の場合における
遅延利息、違約金その他の損害金

⓮ 契約に関する紛争の解決方法

※ 建設リサイクル法対象工事の場合は、次の4項目も追加記載が必要
①分別解体の方法 ②解体工事に要する費用
③再資源化するための施設の名称・所在地 ④再資源化等に要する費用
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２.和歌山県の取組みについて
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週休２日工事実施要領週休２日工事について

週休２日工事実施要領

◆平成31年1月～
【対象】予定価格（税抜き）6,000万円以上かつ

工期が7ヶ月以上の工事

◆令和2年8月～
【対象】予定価格（税抜き）1,500万円以上の工事
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平成31年1月～ 令和２年８月～

○受注者希望型

○対象とする休日
土日に限定しない
悪天候による休工日

○対象工事
予定価格（税抜き）
６０百万円以上
かつ
工期 ７ヶ月以上 （現場作業４ヶ月未満は除く）
ただし、社会的要請等により早期完成が求められるなどの
理由で事業主管課と協議が整わなかったものを除く

対象工事は特記仕様書を添付

○工期延長
１０％を上限に可

○工事成績評定
達成状況により加点
減点なし （国基準に準拠）

○経費の補正
達成状況により補正
（国基準に準拠）

○総合評価
加点等なし

○受注者希望型

○対象とする休日
土日に限定しない
悪天候による休工日

○対象工事
予定価格（税抜き）
１５百万円以上

ただし、現場作業が短期間（１ヶ月程度未満）で完了
するもの及び社会的要請等により早期完成が求めら
れるなどの理由で事業主管課と協議が整わなかった
ものを除く

対象工事は特記仕様書を添付

○工期延長
なし

○工事成績評定
達成状況により加点
減点なし （国基準に準拠）

○経費の補正
達成状況により補正
（国基準に準拠）

○総合評価
加点等なし

応急仮工事など緊急に施
工しなければならないもの、
単価契約工事などは対象
外。

標準工期の見直し
（従前＋30日）
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週休２日工事実施要領

（対象工事）

◆予定価格（税抜き）１５百万円以上の工事

【対象外の工事】
（１）現場作業が短期間（１ヶ月程度未満）で完了する工事
（２）社会的要請等により早期の工事完成が求められるなどの理由により、事業主管課と
協議が整わなかった工事※

※早期供用が求められる工事、出水期等施工時期が限定される工事など
（３）営繕工事施行事務規程に基づき施行する工事

（実施方法）

◆特記仕様書を添付し、適用対象であることを明示

◆受注者が希望した場合、週休２日工事を実施

週休２日工事実施要領
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（週休２日）
◆対象期間において、４週８休以上の現場閉所

（対象外の期間）
・年末年始６日間および夏季休暇３日間
・工場製作のみを実施している期間・工事全体を一時中止している期間

・発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間

（現場閉所）
◆１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態

（週休２日の確認方法）
◆実施工程表、工事日誌等の書類により確認

（４週８休を達成できなかった場合）
◆工事成績評定において減点評価は行わない

週休２日の定義等
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◆土木工事（空港事業、港湾事業（港湾局所管の海岸を含む）および漁港事業（水産
庁所管の漁港海岸を含む）を除く）の補正係数

※土木機械設備工事については、労務費の補正は行わない
※市場単価については、補正は行わない。

経費の計上例（土木工事）

４週８休以上
４週７休以上
４週８休未満

４週６休以上
４週７休未満

労務費 １．０５ １．０３ １．０１

機械経費
（賃料）

１．０４ １．０３ １．０１

共通仮設費 １．０４ １．０３ １．０２

現場管理費 １．０６ １．０４ １．０３
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別紙５①工程管理（担当課長等）
■ 週休２日の取り組みを行い、４週８休以上を確保した。

別紙４②工程管理（監督員）
■■ 週休２日の取り組みを行い、４週８休以上を確保した。

別紙４⑥創意工夫（監督員）
【施工】
■ 週休２日の取り組みを行い、４週８休以上を確保した

原則 「 a 」 評価
1 点× 0.4 = 0.4 点の加点

◆工程管理・創意工夫において以下のとおり評価

工事成績の加点
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和歌山県の取組

和歌山県県土整備部におけるICT活用工事試行要領
◆平成29年1月～
【対象】1,000m3以上の土工事

ICT活用工事実施要領
◆令和2年8月～
【対象】予定価格（税抜き）1,500万円以上の工事

土工、舗装工、河川浚渫工（バックホウ浚渫船）、
地盤改良工(安定処理・中層混合･スラリー撹拌）、
舗装補修工(切削)、その他の工種

ＩＣＴ活用工事について
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○平成２９年１月～

○令和２年８月～

工種 対象工事 発注方式
①三次元
起工測量

②３次元設計
データ作成

③ＩＣＴ
建機施工

④３次元
出来形管理

⑤３次元
データ納品

工事成績
加点

土工 １，０００㎥以上
受注者
希望型

必須 必須 必須 必須 必須 2点（0.8点）

工種
対象
工事

発注
方式

①三次元
起工測量

②３次元設計
データ作成

③ＩＣＴ
建機施工

④３次元
出来形管理

⑤３次元
データ納品 工事成績

加点
（積算方法：見積） （積算方法：個別の積算要領）

土工（河川土工・海岸土工・
砂防土工・道路土工）

予定価格
1,500万円
（税抜き）
以上
の工事

ただし、災害
復旧工事、
事業主管課
と協議の整
わなかった
工事を除く

受注者
希望型

選択 必須 選択
必須
（面管理）

必須

全プロセスで活
用

2点（0.8点）

上記以外
1点（0.4点）

対象工事外で
あっても加点は
可とする。

作業土工
（床掘）

選択 必須 選択 必須

付帯構造物
設置工

選択 必須
必須

（現行管理基準）
必須

法面工 選択 必須
必須

（現行管理基準）
必須

地盤改良工
（安定処理・中層混合・
スラリー撹拌）

選択 必須 必須 必須
（施工履歴データ）

必須

舗装工 選択 必須 選択
必須
（面管理）

必須

河川浚渫工
（バックホウ浚渫船）

選択 必須 選択 必須
（面管理/施工履歴） 必須

地盤改良工（安定処理・中
層混合・スラリー撹拌）

選択 必須 必須 必須
（施工履歴データ）

必須

舗装補修工（切削） 選択 必須 選択 選択
（施工履歴データ）

必須

その他の工種※ 選択 必須 選択 必須 必須

※その他の工種（維持修繕工事等で３次元での設計・施工・管理になじまない工事は除く）で要領にないものについても、受注者の提案による
ICT施工技術の活用に対して、要領に準じ設計変更・工事成績評定の加点を可能とする。
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ＩＣＴ活用工事（土工）のフロー

【出典：ICT活用工事の実施方針（国土交通省）】



和歌山県 県土整備部 31

ＩＣＴ活用工事（土工）実績

令和2年7月末時点
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◆山田岸上線道路改良工事 令和元年12月18日（水）

ICT活用工事現場見学会
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（参考）和歌山県技術調査課ＨＰ

（週休2日工事 URL）
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/syuukyuu2nichi/d00156883.html
（ICT活用工事 URL）
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/ict/index.html
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３.情報共有システム（ＡＳＰ方式）

（参考動画あり）
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情報共有システム（ＡＳＰ方式）とは
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・情報通信技術を活用し、受発注者間など異なる組織間で情報を
交換・共有することによって業務効率化を実現するシステム

・業務を支援し、受発注者間の対面時間（コミュニケーション）
の拡充や協議の機会を多くするためのひとつの手段（ツール）

情報共有システム
（クラウド）

発注者

監督員

受注者

主任技術者等

発注者

監督員

受注者

主任技術者等

・協議
・工事帳票を持参
・工事帳票の返却

・立会のため現場へ移動
・段階確認のため現場へ移動

現行

システム
活用後
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ASPとは？

ASP(Application Service Provider)とは，利用者が

インターネットプロバイダー事業者のサーバー内に置

いたソフトをインターネット経由でアクセスし有料で

使用するもので，建設業向けのものを特に「建設ASP」

という。

情報共有システム（ASP方式）の活用

情報共有システム提供者の指定はありません。

ＡＳＰ活用の一例について、参考動画を用意しています。

(今回視聴いただく動画以外にも、参考となる動画を技術調
査課でご用意しています。)
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1. 一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会
2. 株式会社アイサス
3. 株式会社建設システム
4. 川田テクノシステム株式会社
5. 株式会社建設総合サービス
6. 株式会社現場サポート
7. 東北インフォメーション・システムズ株式会社
8. 日本電気株式会社
9. 株式会社ビーイング

10. 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
11. 株式会社コルク

情報共有システム提供者機能要件Rev.5.2対応状況

情報共有システム（ＡＳＰ方式）とは


